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２００９年 ３月 １７日 （「天武羅・和歌山道場」特集号） 

 

１．「体験・講習会」の実施日を変更しました。 

「天武羅・和歌山道場」（岡﨑道場長）が主催の「体験・講習会」実施日を下記のとおり変更。 

○日時：4月 11日（土）の午後 1時～4時。（当初の予定日：3月 21日） 

○場所：由良町立畑小学校体育館（「天武羅・和歌山道場」） 

   所在地：和歌山県日高郡由良町大字畑 204（駐車場 10台可） 

※体験・受講者の募集はチラシの配布とポスターの掲示により。加えて 

和歌山県レクリエーション協会の承認で、各市町村レクリエーション協会へ案内書を送付。 

２．「中紀スポーツチャンバラ指導員養成講座」（岡﨑理事主担）は予定通りに実施します。 

○期間：第１期（平成 21年 4月～平成 22年 3月） 

第 2期（平成 22年 4月～平成 22年 6月） 

○日時：毎週土曜日の午後 7時～9時まで。 

○開講：平成 21年 4月 4日(土) 

場所及び受講者募集の方法は上記の体験・講習会と同じ。 

○目的：スポーツチャンバラを通じて、地域の青少年の健全育成に不可欠な、 

①自由な運動をしかも礼儀正しく、存分に楽しめる場所と機会を子供たちに提供し、 

②生涯スポーツに最適なスポーツチャンバラの基礎と基本を地域の一般成人の有志の

方々に習得して頂くことを通じて、この競技の地域指導者を養成する。 

○受講生への対応 

  ①講座を開講した後の受講申込者もこれを歓迎して受け入れる。 

  ②上記取り扱いに伴う対応策として、所定の講座期間を経過した後においても、補充講座

の必要があるときは、主担講師の判断でこの講座期間を延長する。 

○講師団の編成その他。 

3月 21日（土）の第 14回合同稽古会時に実施細目の打ち合わせをします。 

      ※開講期間中は、受講者の多寡に拘わらず、マン・ツー・マン指導と 

3～4名の講師団によるデモンストレーションが有用と見込まれます。 

 

∽「自分の心こそが判定者」∿ 

 言葉にせよ立居振舞いにせよ、武士の日常の行為の仕方の根本は、戦闘者としての姿勢にあ

る。あらゆる振舞いは、威力・実力のあらわれでなくてはならないのである。＜中略＞外にあ

らわれた形はすべて「威」でなくてはならない。武士は、そのことについて、四六時中「気を

脱さず」、意識的でなければならない。己れの一挙一動に自覚的であるということは、それが常

に、究極的には敵であるところの他者に見詰められているという意識と裏表をなす。対峙する

戦闘者相互の関係とは鍛え抜かれた眼力同士の、見る見られるという関係だからである。そし

ていうまでもなく、その関係においては、見切った側が勝ち、見切られた側が負けとなるので

ある。      (菅野覚明 著「よみがえる武士道」ＰＨＰ研究所 発行 より抜粋) 
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